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補助対象事業 

① 理解促進環境整備事業 

産業廃棄物処理施設等に対する理解促進を目的とした新しい視点での施設等の整備で、

先進性があり他の事業者への波及効果が期待される事業に対する補助 

② 住民理解促進事業 

産業廃棄物処理施設等への理解を深めることを目的とした多様な見学者に対応できる

汎用性のある環境教育等で、先進性があり他の事業者への波及効果が期待される普及啓

発事業に対する補助 

③ 就労環境整備事業 

産業廃棄物処理施設等への就労を促進させることを目的とした女性又は障がい者の働

きやすい職場環境づくりを目指した施設等を整備する事業に対する補助 

補助対象者 

県内の産業廃棄物処理業者 

募集期間 

令和８年４月１日（水）から令和８年９月３０日（水）まで 

問い合わせ先 

〒960-8670 福島市杉妻町２番１６号（西庁舎１０階） 

福島県 生活環境部 産業廃棄物課 

TEL：024-521-7264  FAX：024-521-7984 

メール：sangyou@pref.fukushima.lg.jp      HPはこちら 

 

 

 

産業廃棄物処理施設に対する県民の理解促進や 

女性又は障がい者の働きやすい職場環境づくりにつながる 

施設整備・普及啓発事業を支援 

福島県産業廃棄物課 
補 助 金 

 

令和８年度 

福島県産業廃棄物処理施設等理解促進・就労環境整備支援事業補助金 
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Ⅰ 事業の概要 

１ 事業の目的 

この補助事業は、産業廃棄物処理施設等について県民の理解を深めるとともに、女性や障がい

者が働きやすい職場環境を整備し、産業廃棄物処理施設等への就労を促すための補助制度となっ

ています。 

この補助事業は福島県産業廃棄物税を活用しています。 

 

２ 補助対象者 

補助対象者は、事業の区分ごとに次の要件を全て満たす者を対象とします。 

補助対象者となる要件 

● 廃棄物処理法（以下「法」という。）に基づく産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分

業の許可を福島県知事（福島県内の中核市の長を含む。）から受けている者（以下「処理業者」

という。）であって、産業廃棄物処理施設等（以下「処理施設」という）を福島県内に整備する者 

● 県税の滞納がない者 

● 補助事業を継続して安定的に行うことが見込める者 

● 補助事業について、国、他の地方公共団体等から助成を受けていない者 

 

３ 補助対象事業 

対象となる事業は、上記 2 に定める補助対象者が行う事業とし、事業の区分ごとに次の要件を

全て満たすものとします。 

事業の区分 補助対象事業となる要件 

共通事項 
● 他の補助制度を活用する事業でないこと 

● 交付決定を受けた年度内に事業が完了できるものであること 

①理解促進環境

整備事業 

● 処理施設に対する理解の促進につながる事業であること 

● 先進性があり、他の処理業者への波及効果が期待できるものであること 

● 単なる施設整備や営利目的ではないこと 

②住民理解促進

事業 

● 処理施設に対する住民等の理解を深めることにつながる事業であること 

● 先進性があり、他の処理業者への波及効果が期待できるものであること 

● 単なる事業活動のＰＲや営利目的ではないこと 

③就労環境整備

事業 

● 処理施設に対する女性や障がい者の就労につながる事業であること 

● 単なる施設整備や営利目的ではないこと 
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４ 補助金の補助率及び補助上限額 

この補助金の補助率及び補助上限額は次のとおりです。ただし、千円未満は切捨てるものとしま

す。 

事業の区分 補助率 補助上限額 

①理解促進環境整備事業 ３分の２ ２００万円 

②住民理解促進事業 ２分の１ ４0万円 

③就労環境整備事業 ３分の２ １０0万円 

 

５ 補助対象経費 

補助対象経費は、事業の区分ごとに以下のとおりとします。 

（１）理解促進環境整備事業 

対 象 経 費 

● 補助事業を実施するために必要な器具の購入、据付け、又は改良に要する経費（説明場所の

机、いす、スクリーン、プロジェクター等） 

● 補助事業を実施するために必要な構築物の建造、改良、備品購入に要する経費（見学用の手

すりや窓、施設模型、展示物、掲示板等） 

● その他補助事業を実施するために必要な経費 

 

（２）住民理解促進事業 

対 象 経 費 

● 補助事業を実施するために必要な消耗品費、原材料費、印刷製本費（ヘルメット、手袋、長靴、

マスク、実験用原材料、パンフレット作成等） 

● その他補助事業を実施するために必要な経費 

 

（３）就労環境整備事業 

対 象 経 費 

● 補助事業を実施するために必要な構造物の建造、改良、備品購入に要する経費（女性用トイレ

・更衣室、授乳室、障がい者用の手すり・スロープの設置等） 

● その他補助事業を実施するために必要な経費 

※ 器具の中古品は、価格の確定が困難なため、補助対象外です。 

※ 単なる施設の整備や器具等の購入及び更新のみの申請とみなされるものは対象外です。 

※ 既に補助対象物品を取得しているもの又は施設整備が完了しているものは対象外です。 

※ 補助対象物件の数量及び金額は、当該事業の規模から見て適正な範囲とします。 
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６ 補助事業期間 

補助事業期間は、交付決定の日から翌年３月３１日までとなります。 

交付決定前に着手した事業は、原則として補助の対象とはなりませんので御注意ください。 

また、補助事業期間内に代金支払いまでの全事業を完了する必要があり、完了できない場合、交

付決定は取消になります。 

 

Ⅱ 補助金事業の事務手続き 

１ 事業計画書の提出 

令和８年度産業廃棄物処理施設等理解促進・就労環境整備支援事業計画書（様式第１号）を１部

提出してください。 

事業計画書には、ページ番号を記載し、分かりやすく作成してください。 

なお、事業計画書には、以下「11 提出書類」に記載の書類を添付してください。 

 

２ 募集期間 

下記の募集期間に受付します。 

 

 

 

３ 提出方法 

下記まで郵送、持参又は電子メールにより提出してください。 

なお、提出いただいた書類及びデータについては、返却しませんのであらかじめ御了承ください。 

＜提出先＞ 

〒960-8670 福島市杉妻町２番１６号（西庁舎１０階） 

福島県 生活環境部 産業廃棄物課 

TEL：024-521-7264  FAX：024-521-7984 

電子メール:sangyou@pref.fukushima.lg.jp 

 

４ 補助金の内示及び交付決定 

事業計画書を審査し、補助事業として適正と判断した場合は補助金の内示を行います。 

内示を受けた場合は、令和８年度産業廃棄物処理施設等理解促進・就労環境整備支援事業補助

金交付申請書（様式第２号）により速やかに提出してください。 

交付申請書の提出により交付決定を行います。 

補助金の交付に当たっては、必要に応じて、条件を付す場合があります。 

 

５ 申請の取下げについて 

補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定通知の受領後１５ 

日以内に、補助金の交付の申請を取り下げることができます。 

 

■令和８年４月１日（水） ～ 令和８年９月 3０日（水）まで 
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６ 事業の着手 

補助金の交付決定を受けた後に、補助事業に着手することができます。 

交付決定前に物品の購入や施設整備を行った場合
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

は、補助金のお支払いができません。 

 

７ 補助事業の公表 

採択された事業は、事業者名や補助金額、補助事業の概略を県のホームページで公表しますの

で、御承知ください。 

 

８ 事業の変更、中止等 

補助金の交付決定後、次のような事態が生じる場合は、事前に
．．．

、令和８年度産業廃棄物処理施設等

理解促進・就労環境整備支援事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）を提出し、知事の承認を

得る必要があります。 

○ 補助事業の経費の配分又は事業の内容を著しく変更しようとする場合 

○ 補助事業を中止又は廃止しようとする場合 

 

９ 事業の状況報告 

補助事業として採択された場合、補助金の交付決定のあった年度の１２月３１日現在における状

況について、令和８年度産業廃棄物処理施設等理解促進・就労環境整備支援事業実施状況報告書

（様式第５号）により翌年１月１０日までに提出してください。 

 

10 事業の実績報告 

（1） 補助事業が完了した場合、事業完了の日（事業の廃止について知事の承認を受けた場合は、

承認を受けた日）に令和８年度産業廃棄物処理施設等理解促進・就労環境整備支援事業完了報

告書（様式第６号）を提出してください。 

(2) 事業完了の日から起算して３０日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する

年度の３月３１日（全額概算払により補助金の交付を受けた場合は、当該年度の翌年度の４月２

０日）のいずれか早い日までに令和８年度産業廃棄物処理施設等理解促進・就労環境整備支援

事業実績報告書（様式第７号）を提出してください。 

（3） 補助事業者は、仕入控除税額が明らかな場合、これを減額して報告してください。また、実績報

告時に控除額が明らかになっていない場合には、補助事業完了後、仕入控除税額が確定した時

点でその金額（すでに報告済みの事業主体はその金額が減じた額を上回る部分の金額）を消費

税及び地方消費税仕入控除税額の確定報告書（様式第８号）を提出してください。 

（４） 実績報告書の内容を審査し、確定した補助金額を通知します。補助金額の確定通知を受けた

場合は、令和８年度産業廃棄物処理施設等理解促進・就労環境整備支援事業補助金交付請求書

（様式第９号）を提出してください。 
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11 提出書類 

時 期 提 出 書 類 

１ 事業計画書提出時 

（又は交付申請時） 

□事業計画書（様式第１号） 又は 交付申請書（様式第２号） 

□別紙１ 事業計画書 

□別紙２ 経営状況表（法人の場合） 

□別紙３ 資産に関する調書（個人の場合） 

□定款又は寄付行為及び登記事項証明書（法人の場合） 

□住民票の写し（個人の場合） 

□直近３期分の賃借対照表及び損益計算書（法人の場合） 

（新規法人等で３期分用意できない場合は、用意できる分） 

□納税証明書（県税に未納がないことを証明するもの（福島県税に限る）） 

□事業実施に必要な取得済みの法、その他関係法令の許可・届出等の写し 

□施設等の配置図、構造図、仕様書、設計計算書等（施設整備の場合） 

□見積書、価格表、カタログ等取得希望物件の価格、内容等が分かる資料 

□会社パンフレット等 

２ 事業計画に変更等

が生じる場合 

 ※変更前に事前に知

事の承認を受ける必

要があります 

□変更（中止・承認）申請書（様式第３号） 

□施設等の配置図、構造図、仕様書、設計計算書等（施設整備の場合） 

□見積書、価格表、カタログ等取得希望物件の価格、内容等が分かる資料 

時 期 提 出 書 類 

３ 状況報告 

 （1/10まで） 

□実施状況報告書（様式第５号） 

□当初計画に対する進捗状況を明確に記載した書類 

４ 事業完了時 □完了報告書（様式第６号） 

□実績報告書（様式第７号） 

（以下、実績報告書の添付書類） 

□実績報告書（別紙４） 

□納品時の設備等の仕様書（原本の写し） 

□見積書、相見積書（理由書）、注文書の写し、納品書、請求書、支払書類 

□導入設備の写真 

□その他必要な書類 

５ 事業完了後、仕入控除

額が確定した場合 

□消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定報告書（様式第８号） 

６ 補助金額の確定後 □交付請求書（様式第９号） 
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Ⅲ 留意事項 

１ 申請に係る留意事項 

（１） 提出された書類に不備があった場合や内容が不明確な場合には、担当者から連絡しますので、

速やかに対応できるような体制にしてください。 

（２） 審査の途中経過に関する問い合わせには一切応じられませんので、予め御了承願います。 

 

２ 経費の取扱い及び出納関係書類の管理 

（１） 補助対象物件を購入する際は、証拠書類として、カタログ、仕様書、見積書、相見積書（理由

書）、注文書の写し、納品書、請求書、支払書類を整理の上、これらの書類を補助事業が完了した

日の属する会計年度の終了後５年間保管してください。ただし、「機械設備」を購入した場合は、

「補助等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限を定める省令」（昭和５３年８月５日

通商産業省告示第 360 号）及び所得税法又は法人税法の減価償却資産の耐用年数を定める

省令に基づき、その該当償却期間は、整備、保管してください。 

（２） 補助事業の経費は、できる限り、専用の管理簿や通帳を準備するなど、対象経費を他の事業

と明確に分けて整理・処理してください。 

（３） 補助対象経費は、単独の支払いにするなど、他の支払いとは明確に区別してください。 

（4） 補助対象経費の支払いについては、支払いは銀行振り込みにより行ってください。振込手数

料は補助の対象外です。 

（5） 補助金の支払いは原則として、補助事業終了後、精算払いとなります。 

 

３ 取得財産処分の制限 

（１） 補助事業により取得又は効用の増加した機械等（以下「財産」という。）については、補助事業

完了後も善良な管理者の注意を持って管理し、補助金交付の目的にしたがって効率的な運用を

図らなければなりません。 

（２） 財産については、取得財産管理台帳兼取得財産等明細書（様式第１１号）に記帳整理し、該当

償却期間は備えてください。 

（３） 他の用途への使用や、採択を受けた事業の目的以外の用途への転用はできません。 

また、知事が定める期間を経過する以前に当該財産を処分する必要があるときは、事前に知

事の承認を得る必要があります。 

さらに、当該財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を県に納付す

る必要があります。 

 

４ 補助事業及びその効果の発信 

補助金の交付を受けた場合は、補助事業やその効果について他の事業者へ波及させるため、補

助事業者の HPや SNS等の任意の方法により発信をお願いします。 
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Ⅳ 令和８年度実施スケジュール（予定）  

事：補助事業者 県：福島県 

年間予定 時期 補助事業者 福島県 書類等 

募集開始 ４月１日 
事前相談 

※提出書類の準備 

補助事業の告知 

相談受付・対応 
 

募集締切 ９月３０日まで 事業計画書の提出 
受理 

形式審査 

交付申請書 

（事→県） 

内示 
事業計画書の提出 

から３０日程度 
 補助金の内示  

交付決定 
交付申請書 

受理後速やかに 
 交付決定の通知 

交付決定通知 

（県→事） 

事業開始 

（契約、発注等） 
交付決定日以降    

 
計画に変更等が 

生じる場合 

変更申請書の作成 

（事前承認が必要） 
ヒアリング・現地調査 

変更（中止・承認）申請書 

（事→県） 

事業の状況報告 １月１０日まで 
１２月３１日現在の 

実施状況報告書の作成 
受理 

状況報告書 

（事→県） 

完了 

（事業及び支払の完了） 
事業完了後速やかに 完了報告書の作成 受理 

完了報告書 

（事→県） 

実績報告 

事業完了日から３０日 

以内又は３月３１日の 

いずれか早い日 

実績報告書の作成 受理 
実績報告書 

（事→県） 

竣工検査  県の竣工検査への対応 
出納関係書類原本 

・現場確認 
出納関係書類等 

額確定通知  確定金額の確認 
（必要に応じて） 

額の確定通知 

額確定通知 

（県→事） 

補助金の請求  請求書の作成 受理 
請求書等 

（事→県） 

補助金支払   補助金支払  

 


